
２０２１年度障害福祉サービス等報酬改定について 

 

 

令和３年２月４日付け障害福祉サービス等報酬改定検討チームより公表され

た「令和３年度障害福祉サービス等報酬改定の概要」から、特に障害者虐待防

止に係る主な内容は次のとおりです。 

 

１ 障害者虐待防止の更なる推進【全サービス】 

  運営基準に以下の内容が盛り込まれます。 

その際、施設・事業所が対応するためには一定の時間を要すると見込まれる

ため、まずは２０２１年度から努力義務化した後、１年間の準備期間を設け、

２０２２年度から義務化する。また、小規模な事業所においても過剰な負担と

ならず、効果的な取組を行うことができるよう、具体的な方法等を示すとされ

ています。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 身体拘束等の適正化 

【居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、重度障害者等包括支援、

療養介護、生活介護、短期入所、施設入所支援、共同生活援助、自立訓

練（機能訓練・生活訓練）、就労移行支援、就労継続支援Ａ型、就労継続

支援Ｂ型、児童発達支援、医療型児童発達支援、放課後等デイサービス、

居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援、福祉型障害児入所施設、

医療型障害児入所施設】 

 

（１）身体拘束等の適正化の更なる推進のため、運営基準において施設・事業

所が取り組むべき事項を追加するとともに、減算要件の追加を行う。 

その際、施設・事業所が対応を行うためには一定の時間を要すると見込

まれるため、以下のとおりとする。 

 まずは２０２１年度から努力義務化した後、１年間の準備期間を設け、

２０２２年度から義務化 

 減算の要件追加については２０２３年４月から適用 

なお、虐待防止の取組で身体拘束等の適正化について取り扱う場合には、

身体拘束等の適正化に取り組んでいるものと扱う。 

（２）訪問系サービスについても、知的障害者や精神障害者も含め対象として

おり、身体拘束が行われることも想定されるため、運営基準に「身体拘束

等の禁止」の規定を設けるとともに、「身体拘束廃止未実施減算（２０２３

年４月から適用）」を創設する。 

今回追加する運営基準について、以下のとおりとする。 

 現在、その他のサービスにおいて義務となっている「やむを得ず身体拘

束等を行う場合の記録」については、２０２１年４月から義務化 

 その他のサービスにおいて今回改正で追加する事項については、２０２

１年度から努力義務化した後、１年間の準備期間を設け、２０２２年度

から義務化 

なお、虐待防止の取組で身体拘束等の適正化について取り扱う場合には、

身体拘束等の適正化に取り組んでいるものと扱う。 

 

資料 ５ 

「令和３年度障害福祉サービス等報酬改定における主な改定内容」より抜粋 


